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船舶事故調査報告書 

 

                            令和４年１２月７日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 令和４年３月１５日 １１時４０分ごろ 

発生場所 香川県丸亀市牛
うし

島南西方沖（備讃瀬戸南航路第７号灯浮標） 

 牛島灯標から真方位２１６°２.１海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°２０.３′ 東経１３３°４５.３′） 

事故の概要 引船わこう２は、台船Ｋ
ケー

１０８をえい
．．

航して北北西進中、Ｋ１０８

のボラードに繋いだロープが灯浮標に接触した後、Ｋ１０８が灯浮標

に衝突した。 

Ｋ１０８は、左舷船首部外板に凹損等を生じ、また、灯浮標は、太

陽パネルの破損等を生じた。 

事故調査の経過 令和４年７月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 わこう２、１９トン 

１３８－１０１広島、日興マリンサービス株式会社（Ａ社） 

２５.７５ｍ×５.４０ｍ×２.９０ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、１,４７２kＷ（合計）、平成２６年５月 

Ｂ 台船 Ｋ１０８、１,３９８トン 

   なし、宗田造船株式会社 

   ６０.０ｍ×２２.０ｍ×３.０ｍ、鋼 

   機関なし、平成１６年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 ４３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１２年７月１９日 

免許証交付日 令和元年１１月２７日 

            （令和７年７月１８日まで有効） 

 甲板員 ２３歳 

一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 令和３年７月１３日 

免許証交付日 令和３年７月１３日 

           （令和８年７月１２日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷船首部外板に凹損及び擦過傷 

灯浮標 頭標に凹損、頭標支柱に曲損、太陽電池パネルに破損、同パ

ネル架台に曲損、防護枠及び同枠支え板に曲損、標示板保護

手摺に折損及び曲損、櫓下部保護材に曲損、櫓主柱に曲損、

浮体鏡板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.１ｍ、潮汐 下げ潮の中央期（本島）、潮流 東流

約１.４ノット（kn）（備讃瀬戸） 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長及び甲板員ほか１人が乗り組み、Ａ船の後部甲板のウ

インチから約７５ｍ延出したえい
．．

航索を鋼製パレット約２００ｔ積載

した無人のＢ船のボラードに繋いだロープに接続して全長約１６０ｍ

の引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を構成し、令和４年３月 

１５日１１時１５分ごろ岡山県倉敷市水島港に向け、丸亀市丸亀港を

出港した。 

Ａ船引船列は、ふだん、‘備讃瀬戸南航路（以下「本件航路」とい

う。）の南北端に設置されている備讃瀬戸南航路第７号灯浮標（以

下、灯浮標については「備讃瀬戸南航路」を省略する。「本件灯浮

標」という。）及び第８号灯浮標の西側を約３５０ｍ隔てて、本件航

路をほぼ直角に横断する針路で約５～６ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で航行していた。 

船長は、操舵室で主機を回転数毎分９００に上げ、約５kn の速力に

増速させ、ふだん航行する予定針路線上を航行した。 

船長は、自動操舵により北北西進中、レーダーを見て航行船がいな

かったので、次直に引き継いで航行できると判断し、１１時２２分ご

ろ本件航路から南南東方２,０００ｍ付近で甲板員に灯浮標に注意す

る旨を引き継いで船橋当直を交代し、降橋した。 

甲板員は、ふだん航行する予定針路線上の本件航路の北側付近に漁

船が多数いるのを認め、同漁船付近を航行できないので、予定針路線

と本件灯浮標の間を航行することとして東方に船首を向けて航行した

後、針路を約３４０°（真方位、以下同じ。）とし、本件灯浮標及び

第８号灯浮標の西方を通過する針路とした。 

甲板員は、第８号灯浮標を右舷正横で通過した頃、Ａ船引船列が潮

流で圧流されていなかったので、それほど潮流に圧流されずに本件灯

浮標の西方を通過できると思い、そのまま同じ針路で航行を続けた。 

甲板員は、１１時３８分ごろ本件航路の中央付近を通過した頃、東

流で東北東方へ圧流されていることに気付き、次に通過する予定の本

件灯浮標の正横距離が接近しているので、針路を左に向け、約   

３３０°とした。 

甲板員は、本件灯浮標を右舷正横約４０ｍの距離で通過した後、後
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方を振り返ったところ、Ｂ船の船首部が本件灯浮標に著しく接近して

いることに気付いた。 

船長は、その状況に気付いて昇橋し、主機を中立運転としたもの

の、１１時４０分ごろ、Ｂ船のボラードに繋いだロープが本件灯浮標

に接触した後、Ｂ船の左舷船首部外板が本件灯浮標に衝突するのを認

めた。 

 Ａ船引船列は、船長が本事故の発生をＡ社に連絡し、備讃瀬戸海上

交通センターに通報した後、水島港に入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船の損傷

状況、写真３ 本件灯浮標の損傷状況（１）（防護枠等の曲損状

況）、写真４ 本件灯浮標の損傷状況（２）（太陽電池パネル等の損

傷状況） 参照） 

 その他の事項  備後灘及備讃瀬戸潮流図（海上保安庁、平成６年３月刊行、春や秋

の大潮期における潮流、東流最強時）によれば、本事故発生場所付近

の潮流よりも丸亀港付近の潮流は弱い流れであった。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 備後灘及備讃瀬戸潮流図（抜粋） 

 

甲板員は、本事故当時、レーダーを使用し、電子海図表示装置を見

ながら航行していた。 

甲板員は、引船に乗り組んだのはＡ船が初めてであり、令和３年 

１０月から乗船し、本件航路を５～６回程度横断していた。 

甲板員は、Ａ船引船列が潮流により東北東方に圧流されていること

に気付くのが遅れたので、もっと速力を上げて通過するか、舵を早く

左に取っていれば、本事故の発生を回避することができたと本事故後

に思った。 

 甲板員は、本事故前に潮汐表で備讃瀬戸の潮流を確認し、東流があ

ることを考慮していたものの、Ａ船引船列が本件航路の中央付近で予

想以上に圧流されたと本事故後に思った。 

 船長は、本事故後に、潮汐表で本事故当時の備讃瀬戸の潮流が速い

本事故発生場所 

丸亀港 
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東流であったことを知り、ふだんから潮流を確認し、潮流の影響が大

きい海域では、安全が確認できるまで昇橋しておくべきであったと本

事故後に思った。 

 Ａ社は、船長が自ら当直をとる条件に関する社内規程を作成してい

なかったが、ふだん、船舶の交通が輻輳する海域又は狭い水道等を航

行する場合は、船長に自ら船橋で操船を行うように指導を行い、本船

の安全運航を船長に委ねていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船引船列は、本件航路の中央付近において、約１.４kn の東流が

ある状況下、甲板員が、ふだん航行する予定針路線と本件灯浮標の間

に針路を向けて北北西進中、それほど潮流に圧流されずに本件灯浮標

の西方を通過できると思い、そのまま同じ針路で航行を続けたことか

ら、東北東方への圧流に気付いて針路を左に向けたものの、予想以上

の潮流に圧流され、えい
．．

航中のＢ船が本件灯浮標に衝突したものと考

えられる。 

 甲板員は、ふだん航行する予定針路線上の本件航路の北側付近に多

数の漁船がいたことから、同針路線と本件灯浮標の間に針路を向けた

ものと考えられる。 

 甲板員は、引船に乗り組んだのはＡ船が初めてであったこと、及び

本件航路の中央付近を通過するまで、東流で圧流されていなかったこ

とから、第８号灯浮標の正横付近でそれほど潮流に圧流されずに本件

灯浮標の西方を通過できると思い、そのまま同じ針路で航行を続けた

ものと考えられる。 

 船長は、本事故当時の備讃瀬戸の潮流が速い東流であったことか

ら、潮流の影響が大きい海域では、安全が確認できるまで昇橋してお

くべきであったものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船引船列が、本件航路の中央付近において、約１.４

kn の東流がある状況下、甲板員が、ふだん航行する予定針路線と本件

灯浮標の間に針路を向けて北北西進中、それほど潮流に圧流されずに

本件灯浮標の西方を通過できると思い、そのまま同じ針路で航行を続

けたため、予想以上の潮流に圧流され、えい
．．

航中のＢ船が本件灯浮標

に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 船長は、本事故後、以下の措置を講じた。 

Ａ船の電子海図表示装置における丸亀港出港後の航行予定針路線を

改め、備讃瀬戸の潮流が東流の場合は本件灯浮標及び第８号灯浮標の

東側を、西流の場合は本件灯浮標及び第８号灯浮標の西側を通航する

こととし、灯浮標がある方向に圧流されない進路を航行することとし
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た。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 本事故後に設定されたＡ船の航行予定針路線 

 

 本船は、航路等の船舶の交通が輻輳する海域を航行する場合、必ず

船長が操船し、自ら船橋で操船できないときは、船長代理（一等航海

士）及び甲板員の２人で当直を行う体制をとることとした。 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・えい
．．

航中の操船者は、航路などの潮流が速い海域を航行する場

合、えい
．．

航している台船等がどの程度圧流されるかを、常に予想

しながら余裕を持って航行すること。 

・船長は、航路等の潮流の影響が大きい海域では、常時、昇橋し、

安全が確認できるまで自らが操船を行うことが望ましい。 

丸亀港 

潮流が東流の場合 

潮流が西流の場合 

本件灯浮標 

第８号灯浮標 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水島港 

倉敷市 

岡山県 
岡山県 

香川県 

丸亀市 

丸亀港 

牛島 

本島 

広島 

高見島 

本件航路 
備讃瀬戸北航路 

香川県 

本件航路 

備讃瀬戸北航路 
牛島 

本島 
広島 

本件灯浮標 事故発生場所 

（令和４年３月１５日 

１１時４０分ごろ発生） 

ふだん航行する予定針路線 

本事故当時の針路 

第８号灯標 

多数の漁船 

本件灯浮標 

（甲板員が 

見た状況） 

Ａ船 

Ｂ船 

衝突状況略図 

与島 

牛島灯標 

丸亀港 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 本件灯浮標の損傷状況（１）   写真４ 本件灯浮標の損傷状況（２） 

（防護枠等の曲損状況）    （太陽電池パネル等の損傷状況） 

 


